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特別区(東京23区)
職員採用試験情報

令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日
特別区人事委員会事務局

令和８年度特別区職員採用試験・選考の実施日程等について
令和８年度特別区職員採用試験・選考を、別紙１の日程で実施します。
主な変更ポイントは以下のとおりです。

Ⅰ類採用試験（大学卒業程度）

①募集職種の拡大

②受験可能年齢の引下げ

現在の４つ（土木造園（土木）、建築、機械、電気）の職種に

土木造園（造園）を加え、計５つの技術系職種の募集を開始します！

※Ⅰ類採用試験【早期SPI枠・春試験】の受験可能年齢の変更はありません。

令和８年度から募集職種、受験可能年齢を拡大・変更します！

詳細は、別紙３及び各採用試験案内をご確認ください。【春

試

験

・
秋

試

験
】

※令和６・７年度のⅠ類採用試験【春試験・秋試験】の採用候補者名簿の有効期間に変更はありません。

※【春試験】は、【早期SPI枠】と同様に、受験年度の翌年度の４月１日が採用予定日になります。

※【秋試験】の名簿の有効期間は２年間となっていますが、受験者の年齢で採用予定日が決定するため、

採用希望年度の選択はできません。
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詳細は、別紙２及びⅠ類採用試験案内【秋試験】をご確認ください。

※令和９年度から、Ⅰ類採用試験【春試験】の電気職も上記の出題範囲となります。

Ⅰ類採用試験【秋試験】の受験可能年齢を１歳引き下げ、

大学３年生相当年齢から受験可能となります！

令和８年度【秋試験】から電気職 １次試験（専門試験）の出題範囲を変更します。

令和８年度から採用候補者名簿の有効期間を変更します。



Ⅲ類採用試験（高校卒業程度）

●他の試験・選考（Ⅰ類採用試験【早期SPI枠】、経験者採用試験・選考【春試験・秋試験】、障害者を対象とする

採用選考）も実施します。

●受験資格等は、各採用区分・職種によって異なりますので、別紙５をご確認ください。

なお、詳細については、告示日に発表する各試験・選考案内をご確認ください。

●各日程等は予定であり、変更となる場合があります。

●採用試験・選考案内は、特別区人事委員会ホームページでのみ公開予定です（障害者を対象とする採用選考

を除く）。【 URL：https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/ 】

募集職種
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詳細は、別紙４及びⅢ類採用試験案内をご確認ください。

令和８年度から技術系職種の募集を開始します！

事務（一般事務）、土木造園（土木）、土木造園（造園）、建築、機械、電気



告　　　示 ２月５日（木） ３月６日（金） 　３月６日（金） ７月１６日（木） ６月２５日（木） ６月２５日（木） ６月２５日（木）

申込受付
２月５日（木）～
２月１８日（水）

　３月６日（金）～
３月２３日（月）

　３月６日（金）～
３月２３日（月）

　７月１６日（木）～
７月３０日（木）

  ６月２５日（木）～
７月１６日（木）

  ６月２５日（木）～
７月１６日（木）

  ６月２５日（木）～
７月１６日（木）
※郵送申込は

７月１５日（水）消印有効

第１次試験・選考 ３月４日（水）～
３月１７日（火）

４月１９日（日） ４月１９日（日） ９月１３日（日） ９月１３日（日） ９月６日（日） ９月１３日（日）

第１次合格発表 ３月２７日（金） ６月１２日（金） ６月１２日（金） １０月１４日（水） １０月２３日（金） １０月２３日（金） １０月１４日（水）

　プレゼンテーション
シート作成

４月１９日（日）

口述試験
５月１２日（火）～
５月１５日（金）

最終合格発表 ５月２９日（金）
(技術系)７月１５日（水）

(技術系以外)７月２４日（金）
７月１５日（水） １１月２０日（金） １１月２０日（金） １１月２０日（金） １１月２０日（金）

※技術系・・・土木造園（土木）・土木造園（造園）・建築・機械・電気

告　　　示 ２月５日（水） ３月７日（金） 　３月１４日（金） ７月１７日（木） ６月２６日（木） ６月２６日（木） ６月２６日（木）

申込受付
２月５日（水）～
２月１８日（火）

　３月７日（金）～
３月２４日（月）

　３月１４日（金）～
３月２４日（月）

　７月１７日（木）～
７月３１日（木）

  ６月２６日（木）～
７月１７日（木）

  ６月２６日（木）～
７月１７日（木）

  ６月２６日（木）～
７月１７日（木）
※郵送申込は

７月１６日（水）消印有効

第１次試験・選考 ３月４日（火）～
３月１７日（月）

４月２０日（日） ４月２０日（日） ９月１４日（日） ９月１４日（日） ９月７日（日） ９月１４日（日）

第１次合格発表 ３月２７日（木） ６月１３日（金） ６月１３日（金） １０月１５日（水） １０月２４日（金） １０月２４日（金） １０月１５日（水）

　プレゼンテーション
シート作成

４月２０日（日）

口述試験
５月１２日（月）～
５月１４日（水）

最終合格発表 ５月２９日（木）
(技術系)７月１６日（水）

(技術系以外)７月２５日（金）
７月１６日（水） １１月２１日（金） １１月２１日（金） １１月２１日（金） １１月２１日（金）

 経験者
採用試験・選考

【秋試験】

 障害者を
 対象とする採用選考

第２次試験・選考 　６月３０日（月）～
７月１１日（金）

６月２９日（日） １０月３１日（金）
１１月７日（金）

１１月１０日（月）

１１月１日（土）
１１月２日（日）
１１月３日（月）
１１月８日（土）
１１月９日（日）

１１月４日（火）
１１月５日（水）
１１月６日（木）

＜参考：令和７年度実施日程＞

項　　　目

春試験 秋試験

Ⅰ類採用試験
【早期SPI枠】

Ⅰ類採用試験
【春試験】

経験者
採用試験・選考

【春試験】

Ⅰ類採用試験
【秋試験】

Ⅲ類採用試験

１１月４日（水）
１１月５日（木）
１１月６日（金）

第２次試験・選考 　６月２９日（月）～
７月１０日（金）

６月２８日（日） １１月９日（月）
１０月３０日（金）
１１月２日（月）

１０月３１日（土）
１１月１日（日）
１１月３日（火）
１１月７日（土）
１１月８日（日）

Ⅰ類採用試験
【早期SPI枠】

Ⅰ類採用試験
【春試験】

経験者
採用試験・選考

【春試験】

Ⅰ類採用試験
【秋試験】

Ⅲ類採用試験
 経験者

採用試験・選考
【秋試験】

 障害者を
 対象とする採用選考

   令和８年度　特別区職員採用試験・選考日程　

項　　　目

春試験 秋試験

別紙1



ホームページURL https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/

※ 上記以外の詳細は、令和８年７月公開予定の採用試験案内をご確認ください。

令和８年度から

募集職種、受験可能年齢 を

拡大・変更します！！

１ 募集職種の拡大
現在の４つ（土木造園（土木）、建築、機械、電気）の職種に

土木造園（造園）を加え、計５つの技術系職種の募集を開始します！

Ⅰ類採用試験【秋試験】の受験可能年齢を１歳引き下げ、

大学３年生相当年齢から受験可能 となります。

２ 受験可能年齢の引下げ

令和８年度から現行

２１歳 以上３２歳未満の人２2歳以上３２歳未満の人

年齢により、採用予定日が決定するため、採用希望年度は選択できません。

３ 採用予定日

２２歳から３１歳 の受験者２１歳 の受験者

受験年度の 翌年度の４月１日受験年度の 翌々年度の４月１日

４ 採用候補者名簿の有効期間
令和８年度から、Ⅰ類採用試験の採用候補者名簿の有効期間が変更となります。

詳細は同日の報道発表資料「令和８年度Ⅰ類採用試験 採用候補者名簿の見直し

について」をご確認ください。

（注）Ⅰ類採用試験【春試験・早期SPI枠】の受験可能年齢の変更はありません。

※ 採用希望年度を問わず、第１回目提示から最終合格者を各区・組合へ提示します。

なお、第１回目提示は最終合格発表日と同日の予定となります。



ホームページURL https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/

特別区職員 Ⅰ類 採用試験

採用候補者名簿の有効期間を

令和８年度から変更します。

令和６年度にⅠ類採用試験【春試験・秋試験】の採用候補者名簿の有効期間を
１年から３年に延長しましたが、申込者の活用状況を踏まえ、以下のとおり変更
します。

現行

名簿の有効期間試験名

３年間
春試験

秋試験

１年間早期ＳＰＩ枠

令和８年度から

名簿の有効期間試験名

１ 年間春試験

２ 年間秋試験

１年間早期ＳＰＩ枠

■令和６・７年度のⅠ類採用試験【春試験・秋試験】の採用候補者名簿の有効
期間に変更はありません。

■春試験は、早期ＳＰＩ枠と同様に「受験年度の翌年度の４月１日」が採用予
定日になります。

■秋試験は、受験資格の見直し等を行っています。詳細は同日の報道発表資料
「令和８年度Ⅰ類採用試験【秋試験】 募集職種の拡大及び受験可能年齢引
下げについて」をご確認ください。

※ 上記以外の詳細は、令和８年度の各採用試験案内をご確認ください。

（注）秋試験の名簿の有効期間は２年間となっていますが、受験者の年齢で採
用予定日が決定するため、採用希望年度の選択はできません。
２１歳（大学３年生相当年齢）：受験年度の翌々年度の４月１日
２２～３１歳（現行試験の年齢）：受験年度の翌年度の４月１日



ホームページURL https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/

令和 ８ 年度 特別区職員

技術系職種の

募集を開始します！！

募集職種

事務（一般事務）、土木造園(土木)、土木造園(造園)、建築、機械、電気

主な受験資格

１８歳以上２２歳未満
（平成１７年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた人）

拡大職種の試験内容

２次試験１次試験職種

口述試験
（人物及び職務に
関連する知識等
についての個別
面接）

数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木基
盤力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木施工専

門
試
験
（五
肢
択
一
）

土木造園（土木）

数学・生物・情報、造園計画、造園施工管理、造園植栽、測量土木造園（造園）

数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、建築計画、建築法規、
建築施工建築

数学・物理・情報、機械設計、機械工作、原動機、生産技術・電子
機械機械

数学・物理、電気回路、電気機器・電力技術・電子計測制御、電子
技術・電子回路・通信技術・情報電気

各職種の業務内容

特別区人事委員会が公開する「採用特設サイト」にて、各職種で採用された現役職員を紹介

しています。業務内容や１日の流れなど、具体的な情報を掲載しています。申込む職種を検

討する際は、ぜひご活用ください。

採用特設サイトは、特別区人事委員会TOPページからご確認ください。

(高校卒業程度)採用試験

※ Ⅲ類事務（一般事務）と同様の日程で実施予定です。試験日程は例年１月中旬に公表しています。
※ 上記以外の詳細は令和８年６月に公開予定の採用試験案内をご確認ください。



令和８年度 特別区職員採用試験・選考概要 

採用区分 
第１次試験・ 

選考 
申込受付期間 試験・選考区分 主な受験資格 

Ⅰ類 

【早期ＳＰＩ枠】 

３月４日（水）～ 

３月１７日（火） 

２月５日（木）～ 

２月１８日（水） 
事務（一般事務） 

平成７年４月２日から平成１７年

４月１日までに生まれた人 

Ⅰ類【春試験】 ４月１９日（日） 
３月６日（金）～ 

３月２３日（月） 

事務（一般事務）、事務

（ＩＣＴ）、土木造園（土

木）、土木造園（造園）、

建築、機械、電気 

平成７年４月２日から平成１７年

４月１日までに生まれた人 

福祉 

 

平成９年４月２日から平成１７年

４月１日までに生まれた人で、

必要な資格・免許を有する人

（取得・登録見込みの人を含

む。） 

衛生監視（衛生） 

衛生監視（化学） 

昭和６１年４月２日から平成１７

年４月１日までに生まれた人

で、必要な資格を有する人（取

得見込みの人を含む。） 

心理 

昭和６２年４月２日以降に生ま

れた人で、学校教育法に基づ

く大学（短期大学を除く。）の心

理学科を卒業した人又はこれ

に相当する人（卒業見込みの

人を含む。） 

保健師 

 

昭和６２年４月２日から平成１７

年４月１日までに生まれた人

で、保健師免許を有する人（取

得見込みの人を含む。） 
 

Ⅰ類【秋試験】 

９月１３日（日） 

７月１６日（木）～ 

７月３０日（木） 

土木造園（土木）、土木

造園（造園）、建築、機

械、電気 

平成７年４月２日から平成１８年

４月１日までに生まれた人 

Ⅲ 類 
６月２５日（木）～ 

７月１６日（木） 

事務（一般事務）、土木

造園（土木）、土木造園

（造園）、建築、機械、電

気 

平成１７年４月２日から平成２１

年４月１日までに生まれた人 

障害者 

（Ⅲ 類） 

○ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

６月２５日（木）～ 

７月１６日（木） 

○郵送 

６月２５日（木）～ 

７月１５日（水） 

事務（一般事務） 

昭和４０年４月２日から平成２１

年４月１日までに生まれた人

で、（注 10）に該当する人 

 

 

 

別紙５ 



令和８年度 特別区職員採用試験・選考概要 

採用区分 
第１次試験・

選考 
申込受付期間 試験・選考区分 主な受験資格 

経験者

【春試験】

１級職 

４月１９日（日）
３月６日（金）～ 

３月２３日（月） 
福祉 

 

昭和４０年４月２日以降に

生まれた人で、民間企業等

における業務従事歴が、直

近１０年中４年以上ある人 
 

２級職 

（主任） 

昭和４０年４月２日以降に

生まれた人で、民間企業等

における業務従事歴が、直

近１４年中８年以上ある人 

経験者

【秋試験】

１級職 

９月６日（日） 
６月２５日（木）～

７月１６日（木） 

事務（一般事務）、事務

（ICT）、土木造園（土木）、

建築、機械、電気、福祉、 

児童福祉、児童指導、 

児童心理 

 

昭和４０年４月２日以降に

生まれた人で、民間企業等

における業務従事歴が、直

近１０年中４年以上ある人 
 

２級職 

（主任） 

事務（一般事務）、事務

（ICT）、土木造園（土木）、 

建築、福祉、児童福祉、 

児童指導、児童心理 

昭和４０年４月２日以降に

生まれた人で、民間企業等

における業務従事歴が、直

近１４年中８年以上ある人 

３級職 

（係長級） 

事務（ICT）、児童福祉、 

児童指導、児童心理 

昭和４０年４月２日以降に

生まれた人で、民間企業等

における業務従事歴が、直

近１８年中１２年以上ある人 

 

※実施する試験・選考区分及び主な受験資格は現時点（令和８年１月現在）での予定であり、変更の可能性があります。

各採用試験・選考告示日に発表する採用試験・選考案内で、実施する試験・選考区分、採用予定数及び受験資格等

の詳細を確認してください。 

 

（注１）Ⅰ類【早期 SPI 枠】及び【春試験】においては、次の人も受験可能です。 
① 平成１７年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を卒業

した人（令和９年３月までに卒業見込みの人を含む。） 
② ①に掲げる人と同等の資格があると特別区人事委員会が認める人 
※ただし、資格・免許を必要とする試験区分では、必要な資格・免許を有していること（取得・

登録見込みを含む。）が条件です。 
 

（注２）Ⅰ類【秋試験】は、２１歳以上３２歳未満（令和９年４月１日時点）の人を対象とした採用試験

です。令和８年度より、受験可能年齢を２１歳に引下げています。 
年齢により、採用予定日が決定するため、採用希望年度は選択できません。２１歳の受験者は受

験年度の翌々年度の４月１日、２２歳から３１歳の受験者は受験年度の翌年度の４月１日が採用予

定日となります。 
なお、平成１７年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を

卒業した人（令和９年３月までに卒業見込みの人を含む。）又は特別区人事委員会がこれと同等と

認める人は、受験年度の翌年度の４月１日が採用予定日となります。 
 



（注３）「心理」の試験区分においては、次の人も受験可能です。 

① 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）において、心理学科又は心理学科に類する学科・

専攻・コース等を卒業した人 
② 学校教育法に基づく大学院において、心理学を専攻する課程又はこれに類する課程を修了した 
人 
※いずれも令和９年３月までに卒業（修了）見込みの人を含みます。 

 

（注４）Ⅰ類採用試験【早期 SPI 枠】においては、拡大文字による出題に対応できる人も受験可能です。

Ⅰ類採用試験【早期 SPI 枠】を除く「事務（一般事務）」の試験・選考区分においては、点字に

よる出題に対応できる人も受験可能です。 
 
（注５）｢福祉｣、「心理」、｢保健師｣、「児童福祉」、「児童指導」及び「児童心理」の試験・選考区分におい

ては、日本国籍を有しない人も受験可能です。 
なお、受験できる日本国籍を有しない人の範囲は、｢出入国管理及び難民認定法別表第二(永住者、 
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に掲げる在留資格を有する人及び日本国との平和 
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者｣とし

ます。 
 
（注６）経験者２級職（主任）は、係長職への昇任を前提とした、係長職を補佐する職です。 
    また、３級職（係長級）は、係長、担当係長、主査又はこれに相当する職です。 

   
（注７）経験者の採用区分における業務従事歴は、満２２歳に達した日の属する年度の翌年度の４月１日

以降の期間に限ります。業務従事歴については、１年以上の期間を通算できます。 

※「事務（一般事務）」以外の試験・選考区分においては、当該職種に関連する業務従事歴が必要

です。 
    

（注８）「児童福祉」、「児童指導」及び「児童心理」の試験・選考区分においては、民間企業等における業

務従事歴のうち、児童相談所等での業務従事歴が、１級職は２年以上、２級職（主任）は３年以

上、３級職（係長級）は５年以上必要です。 
 
（注９）経験者の「福祉」、「児童福祉」、「児童指導」及び「児童心理」の試験･選考区分においては、

必要な資格・免許・経歴を有していることが条件です。また、業務従事歴については、必要な資

格・免許・経歴を有した後の期間が対象です。 
 
（注 10）以下の①から④のいずれかに該当することが条件です。 
   ①身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けている人 
   ②都道府県知事又は政令指定都市市長が発行する療育手帳の交付を受けている人 
   ③児童相談所等により知的障害者であると判定された人 
   ④精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けている人 
 

【問合せ先】特別区人事委員会事務局任用課採用係 
〒102-0072 千代田区飯田橋３－５－１ 
電    話 ０３－５２１０－９７８７ 
ホームページＵＲＬ https://www.union.tokyo23city.lg.jp/jinji/jinjiiinkaitop/ 


